
 

２板都都第 390号の 6 

 

 

東京都板橋区都市計画審議会 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第 1項の規定に基づき、下記の事項について付議する。 

 

 

令和３年４月１４日 

 

 

東京都板橋区長  
坂 本   健  
（公 印 省 略） 

 

 

記 

 

 

東京都市計画生産緑地地区の変更について（板橋区決定） 

 

 

 

  理由  公共施設等の設置により生産緑地の機能を失った生産緑地地区を

削除するとともに、市街化区域内において適正に管理されている農

地を生産緑地地区に追加する。 

資料２－１ 議案第２１９号 


